
令和２年９月１６日

釧路川流域の水災害に備えるため「流域治水」を推進します

～「釧路川水系流域治水協議会」を書面により開催～

記

１ 開催日 令和２年９月１７日（木）

２ 開催場所 書面による開催（新型コロナウイルス感染拡大の防止のため）

３ 協議会の構成員

釧路市長、釧路町長、標茶町長、弟子屈町長、鶴居村長、北海道釧路総合振興局長、北海道開

発局釧路開発建設部長（順不同）

４ 議事

（１）流域治水プロジェクトについて

（２）釧路川水系流域治水協議会の設置について

（３）中間とりまとめ（案）

（４）今後の進め方について

５ その他

・会議資料は９月１７日（木）１０：００頃に釧路開発建設部のホームページに掲載する予定です。

・構成員からの意見については、後日、議事概要として同ホームページに掲載する予定です。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

治水課 課 長 池田
い け だ

共実
と も み

電話：0154-24-7250（内線 3291）

治水課 流域計画官 若松
わかまつ

延幸
のぶゆき

電話：0154-24-7250（内線 3288）

釧路開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/

気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、河川・下水道管理者等による治水に加

え、あらゆる関係者により流域全体で行う治水「流域治水」へ転換し、流域全体で早急に実施す

べき対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として示し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加

速する必要があります。

釧路川流域においても、流域治水を計画的に推進するため、「釧路川水系流域治水協議会」を下記

のとおり設置、開催しますので、お知らせいたします。


